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第１４回 国土交通省政策評価会 

議 事 次 第 
１ 挨拶                         
 
２ 議題 
（１）バリアフリーの基本方針について 

資料１ バリアフリーの基本方針について 

 
（２）政策レビューの取組状況について 

資料２ 政策レビュー実施テーマ一覧 

資料３ 北海道総合開発計画の総合点検 

資料４ 直轄工事のゼロエミッション対策 

 

（３）平成１９年度予算概算要求等に関する評価書等について 
資料５ 平成１９年度予算概算要求等に関する評価書について 

資料６ 平成１８年度版政策評価レポート 
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石田 東生    筑波大学システム情報工学研究科 教授 

 

上山 信一    慶応義塾大学教授(大学院 政策・メディア研究科) 

 

座長 金本 良嗣        東京大学大学院経済学研究科教授 

 

工藤 裕子    中央大学法学部教授 

 

田辺 国昭    東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 

松田 美幸    学校法人 麻生塾 法人本部 ディレクター 

 

森田 祐司    監査法人トーマツ パートナー（公認会計士） 

 

山本 清     国立大学財務・経営センター研究部教授 

 



 

 

 

平成１８年度政策評価会・懇談会年間スケジュール 

 

 

 

 

７月    政策評価会（７月１８日終了） 

・ 政策評価年次報告書案 
・ 政策チェックアップ案 

・ 昨年度実施政策レビュー報告 

・ 今後の政策レビューテーマ案 

・ 今年度実施政策レビュー ～「行政行動の改革」～ 

・ 住生活基本計画について 

 

 

１０月   政策評価会（本日の議題） 

・ バリアフリー基本方針 
・ 政策レビューの取組状況 
・ 政策アセスメント（予算概算要求関係評価書）報告 

 

 

１１月  政策評価懇談会（１１月２７日１０：００～１２：００ ４階特別会議室） 
・ 今年度実施政策レビュー ～「行政行動の改革」～） 

 

 

 

２～３月 政策評価会・政策評価懇談会 

・ 政策評価基本計画の改定について 
（住生活基本計画、バリアフリー、リサイクル関係の指標について） 

・ トピック 
・ 各局の取組状況等 
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政策レビュー実施テーマ一覧 

※網掛けは既に決定していたテーマ、それ以外は平成 18 年 8 月 4 日の省議にて決定 

○平成 18 年度とりまとめ予定 

テーマ 局等 

行政行動の改革 

 －改革はどこまで進んだか－ 

  改革のポイント 

① 成果主義 

② 局横断的な取組み 

③ 国民参画（住民参加等） 

④ 国民への説明責任（アカウンタビリティ
ー） 

全部局等（総合政策局及び政策統括官(政策
評価)取りまとめ） 

北海道総合開発計画の総合点検 

 －これまでの施策の検証と今後の在り方－ 

北海道局 

直轄工事のゼロエミッション対策 
－建設リサイクル法の検証－ 

総合政策局、大臣官房、官庁営繕
部、都市・地域整備局、河川局、
道路局、港湾局、航空局 

 

○平成 19 年度とりまとめ予定 

テーマ 局等 

安全性と効率性が両立した船舶交通環境の創出
について 

 －ふくそう海域における大規模海難の防止及
び航行時間短縮への取組み－ 

海上保安庁、港湾局 

環境政策・省エネルギー政策の総合点検 

 －環境行動計画を踏まえて－ 

全部局等（総合政策局取りまとめ）

河川環境の整備・保全の取組み 

 －河川法改正後の取組みの検証と今後の在り
方－ 

河川局 

不動産取引価格情報の開示 

－土地市場の条件整備－ 

土地・水資源局 

船舶の運航労務に係る事後チェック体制の強化
策について 

海事局 

 

○平成 20 年度とりまとめ予定 

テーマ 局等 

まちづくりに関する総合的な支援措置の検証 都市・地域整備局、道路局、住宅
局 

次世代航空保安システムの構築 
 －航空交通の増大に向けて－ 

航空局 

資料２ 
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総合評価方式の総点検 大臣官房、官庁営繕部、関係局（北
海道局含む） 

小笠原諸島振興開発のあり方 都市・地域整備局特別地域振興官

 

○平成 21 年度とりまとめ予定 

テーマ 局等 

第五次国土調査事業１０箇年計画 土地・水資源局 

総合的な水害対策の総点検 河川局、都市・地域整備局 

住宅分野における市場重視施策の総点検 住宅局、総合政策局 

総合物流施策大綱（2005-2009）の点検 政策統括官（貨物流通）、道路局、
大臣官房、総合政策局、国土計画
局、土地・水資源局、都市・地域
整備局、河川局、住宅局、鉄道局、
自動車交通局、海事局、港湾局、
航空局、北海道局、政策統括官（国
土・国会等移転）、海上保安庁、国
土交通政策研究所 

 

 

○平成 22 年度とりまとめ予定 

テーマ 局等 

運輸安全マネジメント評価の検証 大臣官房運輸安全監理官室 

道路交通の安全施策 総合政策局、道路局、自動車交通局 

観光立国の実現 総合政策局 

申請・届出等手続きのオンライン利用の促進 情報管理部、道路局、自動車交通
局、海事局、海上保安庁 

LRT 等の都市交通整備のまちづくりへの効果 都市・地域整備局、道路局、鉄道
局 

住生活基本計画（全国計画） 住宅局 

住宅・建築物の耐震化の促進 住宅局 

鉄道の安全施策について 鉄道局 

バス・タクシーに関する施策の総合点検 自動車交通局 

港湾の大規模地震対策 港湾局 

緊急地震速報の利用の拡大 気象庁 

 



政策レビュー「行政行動の改革」途中経過報告 H18.10.18時点

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

政策評価会・懇談会
（第三者委員会）

国民アンケート

事例収集

職員アンケート

政策評価制度の評価

パートナーアンケート
（事業者、自治体）

自治体との意見交換
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評価・分析

評価・分析実施実施へ向けた準備

評価・分析実施実施へ向けた準備

11月27日(月) 10:00-12:00



北海道総合開発計画の総合点検北海道総合開発計画の総合点検 －これまでの施策の検証と今後の在り方－－これまでの施策の検証と今後の在り方－

出典（人口）：総務省「国勢調査」、「人口推計」

出典（総生産）：経済企画庁、内閣府、「長期遡及推計県民経済計算報告（昭和30年～昭和49年）」、
「平成6年度版、平成9年度版及び平成17年度版県民経済計算年報」

注： 実質化は、平成2年基準(68SNA)

第1次5ヶ年計画 第2次5ヶ年計画

副題 － － － － － － 明日
あす

の日本をつくる北海道
期間 昭和27～31年度 昭和33～37年度 昭和38～45年度 昭和46～55年度

(昭和52年度打切)
昭和53～62年度 昭和63～平成9年度 平成10～おおむね19年度

役割

<資源からみた北海道地位>
●食糧事情からみた土地資
　源、水産資源、森林資源
  及び地下資源等北海道に
  賦存する豊富な未開発資
  源の開発

<計画の目標>
●豊富な未開発資源、広大な
  地積を有し、人口収容の余
　地を残す北海道の開発は重
　要な意義
●とりわけ、石炭、木材資
  源、畜産物、てん菜等にお
　いて果たす役割は大きい

<計画作成の意義>
●原料資源・用地用水が豊富
  に存在し、産業立地条件が
  相対的に有利
●我が国の重要な工業開発
  拠点
●我が国農業の発展及びその
  体質改善に貢献
●国民経済の安定的高度成
  長に積極的に寄与

<計画作成の意義>
●希少な大規模産業展開の場
●革新的な巨大工業基地、国
  際水準の高度食料基地等の
  建設
●高生産・高福祉社会を先駆
  的に実現
●魅力ある国民的保養の場を
  形成
●北方圏諸国との交流拠点

<長期的課題>
●大きなゆとりを持つ地域
●比較的低利用な海岸線が臨
  海性の産業の立地に適し、
  また農業開発可能地が多く
  賦存することなどで、人
  口、産業の適正な配置を実
  現できる地域
●全国土にわたる人間と国土
　の安定的な関係の形成に寄
　与

<基本的目標>
●活発な研究開発の展開、新
　たな産業立地の推進、食料
　等の安定的効率的な供給、
　国民の健康の増進や文化、
　教育等の場の提供
●産業構造の調整、多極分散
　型国土の形成等国全体の課
　題の解決に貢献

<今後の北海道開発>
●他の地域に比べて優位な特
　性を生かして課題に貢献
●自然的・経済的・社会的な
　特異性を、多様な豊かさと
  して実感できる北の生活や
  文化を享受できる安全で、
  ゆとりある地域社会の形成
●北海道産業の活性化や金
　融の安定化のための発展基
　盤整備

計
画
の
目
標
等

<開発の目標（数値目標）>
●人口は昭和３１年度まで
　に自然増で４９０万人、
　本計画による効果で６０
　０万人
●２５年度から３１年度に
  かけて食糧が１．６倍（
  主食換算）石炭は１．６
  倍、水力発電は約２倍等

<計画の目標>
●資源の大幅な生産増強
●北海道の主要な原料を活用
　する諸工業を積極的に開発
  振興
●産業の構造を高度化の方向
  に進め、労働力人口の吸収
  と道民所得の増大を図る

<計画の目標>
●産業構造高度化を主軸とす
  る経済規模の飛躍的拡大
●国民経済の安定的高度成
  長に積極的に寄与
●北海道経済の自律的発展
  の基礎を固める

<計画の目標>
●生産と生活が調和する豊か
  な地域社会の先駆的実現
●わが国経済社会の繁栄に積
  極的に寄与すること

<計画の目標>
●安定的な国土環境の創出と
  我が国における人口、産業
  の望ましい配置の実現
●北海道の国土条件を改善
●人間活動のための安定性の
  ある総合環境を計画的に整
  備

<基本的目標>
●我が国の長期的な発展への
  貢献
●道内の産業活動の活性化
●国の内外との競争に耐え得
  る力強い北海道の形成

<基本理念>
●国の内外に開かれ自立する
  北海道の実現
●恵まれた環境や資源を誇り
  を持って次世代に引き継ぐ
  北海道の実現
●多様な生活や文化を享受で
  きる安全でゆとりある北海
  道の実現

<開発計画の構想>
（産業振興の基礎となるべ
 き施設の整備拡充に重点）
①電源の開発
②道路、港湾、河川等の整
  備拡充
③食糧の増産
④開発の基本調査

※昭和32年度は、第2次5ヶ
  年計画要綱によって実施
  した

人
口

昭和27年　450.6万人 昭和33年　494.9万人 昭和38年　512.0万人 昭和46年　518.6万人 昭和53年　549.0万人 昭和63年　565.6万人 平成10年　569.5万人

総
生
産

昭和30年　2.8兆円 昭和33年　3.2兆円 昭和38年　4.6兆円 昭和46年　7.9兆円 昭和53年　11.8兆円 昭和63年　15.4兆円 平成10年　19.7兆円

第１期　北海道総合開発計画
計画 第2期北海道総合開発計画 第3期北海道総合開発計画

主
要
施
策

<計画達成のための施策の基
本方針>
（産業振興の基盤整備）
①道路、港湾等産業基盤の増
　強
②電源の開発
③国土保全施設の整備
④農業生産基盤の拡充強化
（産業振興）
①農林水産業の生産性の向上
②鉱工業の積極的開発
③文化厚生労働施設の整備

<施策の基本方針>
①農林水産業の近代化
②鉱工業の積極的開発振興
③道内および道本州間の総合
  的交通通信体系の確立
④国土保全と利水の総合的推
  進
⑤社会生活環境施設等の整備
  拡充
⑥産業技術の開発、技術教
  育、訓練の強化並びに労働
  力移動の円滑化
⑦拠点開発の推進

<施策の基本方針>
①近代的産業の開発振興
②社会生活基盤の強化
③新交通、通信、エネルギー
  輸送体系の確立
④国土保全と水資源の開発
⑤自然の保護保存と観光開
  発の推進
⑥中核都市圏の整備と広域生
  活圏の形成

<開発施策の基本方針>
①基幹的産業の発展基盤の整
  備
②中枢管理拠点の形成
③都市及び農山漁村環境の整
  備
④基幹的交通通信体系の整備
⑤水資源開発施設等の整備
⑥国土保全等安全基盤の確保
⑦北方的社会文化環境の形成
＜地域総合環境圏の展開＞

第5期北海道総合開発計画

<施策の基本的考え方>
①重層ネットワーク構造の形
  成
②都市田園複合コミュニティ
  の展開
＜主要施策の基本方向＞
①柔軟で活力のある産業群の
  形成
②高度な交通、情報・通信
  ネットワークの形成
③安全でゆとりのある地域社
  会の形成

第6期北海道総合開発計画

<主要施策>
①地球規模に視点を置いた食
  料基地の実現と成長期待産
  業等の育成
②北の国際交流圏の形成
③北海道の美しさ雄大さを引
  き継ぐ環境の保全
④観光・保養など国民の多様
  な自己実現や交流の場の形
  成
⑤安全でゆとりある生活の場
  の実現

第4期北海道総合開発計画

資料３



第６期計画の構成

【主要施策等】

第４章 施策推進の基本方向
・施策推進の基本姿勢
・施策の重点的・効率的な推進

第５章 計画の主要施策
・５つの主要施策

第６章 地域の整備
・地域整備の基本方針
・６地域毎の発展方向

【基本理念・目標】

第３章 北海道開発の基本理念と計画の目標
①国の内外に開かれ自立する北毎道の
実現
②恵まれた環境や資源を誇りを持って次
世代に引き継ぐ北海道の実現
③多様な生活や文化を享受できる安全で
ゆとりある北海道の実現

【背景等】

第１章 新たな北海道開発計画の策定の意義
第２章 北海道開発の現状と課題

北海道総合開発計画の総合点検北海道総合開発計画の総合点検 －これまでの施策の検証と今後の在り方－－これまでの施策の検証と今後の在り方－

【【主要施策主要施策】】
１１ 地球規模に視点を置いた食料基地を実現し成長期待産業地球規模に視点を置いた食料基地を実現し成長期待産業
等を育成する施策等を育成する施策
1) 地球規模に視点を置いた食料基地の実現
2) 新たな成長期待産業の育成
3) 森林を支える産業の育成
4) 北海道産業の活力を向上させる発展基盤の整備

２２ 北の国際交流圏を形成する施策北の国際交流圏を形成する施策
5) 北海道産業の国際化、地域間の国際交流・国際貢献、
国際交流基盤の整備

３３ 北海道の美しさ雄大さを引き継ぐ環境を保全する施策北海道の美しさ雄大さを引き継ぐ環境を保全する施策
6) 恵まれた自然との共生
7) 森林、農地、河川、湖沼、海域の有する環境保全機能
の維持向上
8) 環境への負荷の少ない循環を基調とする地域社会の
形成

４４ 観光・保養など国民の多様な自己実現や交流の場を形成す観光・保養など国民の多様な自己実現や交流の場を形成す
る施策る施策
9) 国民の多様な自己実現に対応した余暇・生活空間の
形成、個性的な農山漁村と都市との交流の促進等

５５ 安全でゆとりある生活の場を実現する施策安全でゆとりある生活の場を実現する施策
10) ゆとりある生活の場の形成
11) 暮らしの多様な選択を実現するネットワークの形成
12) 安全な地域社会の実現

【施策推進の基本方向】

１１ 投資の重点化投資の重点化
２２ 施策の連携・整合性の確保等による効率的な推進施策の連携・整合性の確保等による効率的な推進
３３ 施策の適切な推進施策の適切な推進
４４ 広域的・複合的なプロジェクトの推進広域的・複合的なプロジェクトの推進

第６期計画 主要施策及び施策推進に関する点検 点検結果の概要

【主要施策の進捗状況等】

（成果）
・ 諸施策において一定の成果
・ 成功事例と呼べる新たな成長の芽が散見

（課題）
・ 想定を上回る人口減少やグローバル化等の進展

や財政事情の悪化などに起因する新たな課題が
顕在化

※ 成果等の事例
・ 食料基地としての役割強化
・ 国際観光の進展 等

【施策の推進体制の状況等】

（成果）
・ 制度設計のフロンティアとなる先駆的、実験的取組

を実施し一定の成果

（課題）
・ 政策効果等を高めるため連携・協働の強化が課題
・ 財政制約を背景として、一層の投資の重点化・効

率化が喫緊の課題

※ 成果等の事例
・ シーニックバイウェイ 等

第６期計画の評価第６期計画の評価 ①①



北海道総合開発計画の総合点検北海道総合開発計画の総合点検 －これまでの施策の検証と今後の在り方－－これまでの施策の検証と今後の在り方－

【北海道総合開発計画を巡る社会経済状況の変化等】

○時代の潮流と諸課題
・ グローバル化の進展、自然環境・エネルギー問題、人口減少・少子高齢化と
いった我が国を取り巻く環境の変化を、発展の好機ととらえ、北海道の優れた
資源・特性を活かし、我が国が直面する課題の解決に貢献することが必要

○活力と競争力ある地域経済社会の形成
・ 我が国が直面する課題の解決に貢献するためにも、北海道が活力ある地域と
して発展を図ることが重要

【第６期計画の点検結果】

評価の視点 総括的評価と対応方針

【総括的評価】

諸施策において一定の成果が得られたと
判断されるものの

・ 時代の潮流に起因する新たな課題への
対応
・ 政策効果を高めるため、連携・協働の強
化や重点化・効率化など事業の進め方
に関する諸改革
・ 北海道の実情に即した効果的な先駆的・
実験的取組の一層の拡充

などについて、改善が必要。

【今後の対応方針】

今後、新たな計画にその改善点を反映さ
せ、北海道が時代の潮流に即した国の課
題解決に貢献するとともに、地域の活力あ
る発展を目指していく必要。

○主要施策の進捗状況等

（成果）
・諸施策において一定の成果
・成功事例と呼べる新たな成長
の芽が散見

（課題）
・想定を上回る人口減少やグ
ローバル化等の進展や財政事
情の悪化などに起因する新た
な課題が顕在化

○施策の推進体制の状況等

（成果）
・制度設計のフロンティアとなる
先駆的、実験的取組を実施し
一定の成果

（課題）
・財政制約を背景として、一層の
投資の重点化・効率化が喫緊
の課題

第６期計画の評価第６期計画の評価 ②②



テーマ

未定
検討中
確定 ○

未定
検討中
確定 ○

未定
作業中 ○

完了

未定
検討中 ○

確定

国土審議会北海道開発分科会
基本政策部会

進捗状況

ステークホルダーの把握

北海道内における、
①地方公共団体
②経済団体
③観光、農業、産業等

第３者委員会

分析手法

ステークホルダー
（利害関係者）別

の分析

①北海道総合開発計画を巡る社会経済情勢はどのようになっているか。
②第６期北海道総合開発計画の施策を見直す必要を生じさせるような変化が生じていないか。
③第６期北海道総合開発計画の推進方策を見直す必要を生じさせるような変化が生じていないか。

①第６期北海道総合開発計画の実施状況等について検討・分析を行う。
②国土審議会北海道開発分科会基本政策部会での調査審議を活用する。

　第６期計画の主要施策及び推進方策に関する点検結果によると、諸施策において一定の成果が得
られたと判断されるものの
・　時代の潮流に起因する新たな課題等への対応
・　政策効果を高めるため、連携・協働の強化や重点化・効率化など事業の進め方に関する諸改革
・　北海道の実情に即した効果的な、先駆的・実験的取組の一層の拡充　など
について改善が必要と評価される。

　第６期計画は計画の目標年度を迎えつつある。今後、新たな計画にその改善点を反映させ、北海道
が時代の潮流に即した国の課題解決に貢献するとともに、地域の活力ある発展を目指していく必要が
ある。

○平成１７年１１月２４日に開催された第５回北海道開発分科会で基本政策部会を設置し、第６期北
海道総合開発計画の点検と新たな計画の在り方について調査審議を開始。
○平成１８年９月２９日に開催された第８回基本政策部会において、「第６期計画の点検と新たな計画
の在り方中間とりまとめ」取りまとめ。

北海道内における下記のようなステークホルダーの視点から、政策効果の検討を試みる。
①地方公共団体
②経済団体
③観光、農業、産業等

評価結果

北海道総合開発計画の総合点検

今後の対応方針

第３者委員会等
での審議状況等

進捗状況

評価の視点

進捗状況

進捗状況



有

満足度調査の有無
国民等に対する
利用満足度など
の測定

○平成１８年１０月以降、「第６期計画の点検と新たな計画の在り方中間とりまとめ」について意見募集

委員の先生に相談し
たい事があれば記載



最終処分場の残余容量

一般廃棄物の最終処分場残余容量は １３．２年分
産業廃棄物の最終処分場残余容量は わずか ６．１年分
（平成１５年度実績 環境省調査）

※残余年数は、残余容量／最終処分量 により算出。一般廃棄物については、1m3=0.8163t、産業廃棄物については1m3=1tで計算。

4.34321,839近畿圏

2.38071,878うち首都圏

6.13,00018,418産業廃棄物

13.284513,708一般廃棄物

残余年
数

最終処分量(H15年度) (万ｔ）残余容量(H16.4.1現在) (万m3）

171 164

164

151
142149

151

137145
153157

13.2

13.1
12.2

12.3
12.3

11.2

9.4

8.58.78.1

12.5

0

60

120

180

240

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15平成

残
余
容
量
（
百
万
㎥
）

0

2

4

6

8

10

12

14

（年度）

残
余
年
数
（年
）

残余容量 残余年数

190 184

211208210211 212

184182179176

6.1

4.5
3.9

3.7

3.3

3.2

3.1

3.0

2.7

2.5

4.3

0

60

120

180

240

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15平成

残
余
容
量
（
百
万
㎥
）

0

1

2

3

4

5

6

7

（年度）

残
余
年
数
（
年
）

残余容量 残余年数

政策レビュー中間報告会資料

最終処分残余容量・年数経年変化（一般廃棄物） 最終処分残余容量・年数経年変化（産業廃棄物）

建設廃棄物の排出量と不法投棄量

平成１平成１５５年度産業廃棄物排出量年度産業廃棄物排出量

電気・ガス・
熱供給・
水道業
9,200万ｔ
(22%)

農業
9,100万ｔ
(22%)建設業

7,500万ｔ
(18%)

パルプ・紙等
製造業
3,700万ｔ
(9%)

鉄鋼業
3,100万ｔ
(8%)

化学工業
1,900万ｔ
(5%)

その他
6,700万ｔ
(16%)

産業廃棄物の不法投棄量の推移産業廃棄物の不法投棄量の推移（環境省調査）（環境省調査）

産業廃棄物排出量 約４億１，２００万トンの約２割（７，５００万トン）が建設廃棄物

（平成１５年度実績 環境省調査）

産業廃棄物不法投棄量 約４１万トンの約９割（３５万トン）が建設廃棄物

（平成１６年度実績 環境省調査）

産業廃棄物排出量 約４億１，２００万トンの約２割（７，５００万トン）が建設廃棄物

（平成１５年度実績 環境省調査）

産業廃棄物不法投棄量 約４１万トンの約９割（３５万トン）が建設廃棄物

（平成１６年度実績 環境省調査）
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建設副産物のリサイクルの現状

平成１４年度 建設廃棄物最終処分量

0 20 40 60 80 100

平成２２年度目標 平成１４年度実績 平成１２年度実績

建設発生土

（有効利用率） 62% 65%

95%

建設廃棄物 85% 92%

91%

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 98% 99%

98%以上

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 96% 98%

96%以上

建設発生木材 38%

61% 65%

建設混合廃棄物 9% 36% 平成12年度の排出量
に対して50%削減

建設汚泥 41%

75%

69%

建設副産物の再資源化等の状況
※建設発生土は、公共工事のみ集計

30% 46%

※斜体字は縮減（焼却、脱水）含み

83% 89%

アスファルト

・コンクリート塊

3,000万t(36%)

建設汚泥

800万t (10%)

建設発生木材500万t (6%)

建設混合廃棄物300万t (4%)

その他100万t (2%)

コンクリート塊

3,500万t

(42%)

平成１４年度 建設廃棄物排出量

コンクリート塊

90万t(12%)

アスファルト

・コンクリート塊

40万t(5%)

建設汚泥

270万t 

(38%)

建設発生木材50万t (7%)

建設混合

廃棄物

220万t (31%)

その他40万t (6%)

建設リサイクル推進のための制度建設リサイクル推進のための制度（一部）（一部）

建設リサイクル法建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）
（平成１２年５月３１日公布、平成１４年５月３０日完全施行）（平成１２年５月３１日公布、平成１４年５月３０日完全施行）

・特定の建設資材について、分別解体等及び再資源化等を義務付けること
・解体工事業者について登録制度を実施すること

等を規定したもの

建設リサイクル推進計画２００２建設リサイクル推進計画２００２
（平成１４年５月国土交通省事務次官通知）（平成１４年５月国土交通省事務次官通知）

国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施策等を示
したもの

リサイクル原則化ルールリサイクル原則化ルール
（平成１４年５月国土交通省関係課長通知、平成１８年６月改訂）（平成１４年５月国土交通省関係課長通知、平成１８年６月改訂）

国土交通省発注工事について、経済性にかかわらず、

・コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を廃棄物として現場から搬出する場合には再資源
化施設へ搬出すること

・建設発生土が発生する場合、原則として５０ｋｍ以内の他現場へ搬出すること

・現場から４０ｋｍ範囲内に再生骨材等を製造する再資源化施設がある場合、原則として再生
骨材等を利用すること

等を規定したもの（平成１８年６月の改訂で、建設汚泥に関するルールを追加）

政策レビュー中間報告会資料



現状・課題
再生砕石等にリサイクルされてきたが、再生Co
骨材等の使用用途の拡大が課題。

これまでの取組
コンクリート再生骨材H（H17.3.20）、再生骨材L
を用いたコンクリート（ H18.3.25）のJIS制定

今後の予定
・再生骨材MのJIS化は、平成18年度中制定予定
・JIS化されたコンクリート再生骨材の普及促進等

H14再資源化率９８％ 現状維持

塊コ
ン
ク
リ
ー
ト

塊コ
ン
ク
リ
ー
ト

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・

木
材

建
設
発
生

混
合
廃
棄
物

建
設

再生砕石等にリサイクルされてきたが、リサイク
ル困難な排水性舗装等の今後の打ち換えが課
題

リサイクルが困難な排水性舗装等の再生材
としての利用技術等の検討を実施

室内実験、試験舗装等の実施による
リサイクル技術の確立

H14再資源化率９９％
現状維持

・建設発生木材のリサイクル率の低迷
・木材チップの不法投棄は深刻な課題
・利用先が建設産業以外の多種多様であり、需要と供給のバラ
ンスを取ることが困難

平成17年10月に千葉県をモデルとして「建設
発生木材リサイクル促進行動計画」を策定

・廃掃法による不適正処理防止
・モデル地域（千葉県）における需要拡大
・促進行動計画→引続き全国展開

H14再資源化率６１％ H22再資源化率６５％

・再資源化の大幅な向上は困難。

・分別の徹底による排出量の削減が効果的で
あるが、建設廃棄物の収集運搬の少量・小口
化が課題

・建設リサイクル法による分別解体の徹底
・建設副産物小口巡回共同回収システムの
構築

H14で H12比排出量を30％削減 H22でH12比排出量を５０％削減

建設副産物小口巡回共同回収システム協議
会を設立し、システム構築に向けた取組検討
を実施

建
設
汚
泥

建設汚泥の再資源化の低迷。

建設汚泥の利用用途の拡大等課題

「建設汚泥の再生利用に関するガイド
ライン」（H18.6.12策定）等の普及促進を
図る。

H14再資源化等率６９％ H22再資源化等率７５％

環境省と連携しつつ、平成18年6月に「建設
汚泥の再生利用に関するガイドライン」等を
策定

政
策
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
品
目
（
直
轄
工

事
の
ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
目
指
す
）

（注）再資源化等率の目標値は「建設リサイクル推進計画２００２」等平成22年度目標値による。

建
設
発
生
土

多量の土を捨てる一方、捨てた
土の３割に相当する量の新材を
購入している。

「建設発生土等の有効利用に関する行動計
画（H15.10.3策定）」の目標年度の平成17年
度の達成状況を踏まえ、必要に応じて見直し
を検討する。

H14建設発生土利用率６５％ H22建設発生土利用率９５％

平成15年10月に策定した「建設発生土等の
有効利用に関する行動計画」の施策の実施
（指定処分の徹底）
（工事間利用の促進 等）

建設リサイクルの今後の方向

Ⅰ．建設リサイクル推進計画２００２で掲げた各種目標値の達成
状況の点検や達成度の低い分野についての原因究明を行な
い、必要に応じて計画の見直しを図る。

ⅠⅠ．建設リサイクル推進計画２００２で掲げた各種目標値の達成．建設リサイクル推進計画２００２で掲げた各種目標値の達成
状況の点検や達成度の低い分野についての原因究明を行な状況の点検や達成度の低い分野についての原因究明を行な
い、必要に応じて計画の見直しを図る。い、必要に応じて計画の見直しを図る。

建設リサイクル法
（H14.5完全施行）
→分別解体等及び再資源化等
の義務付け

建設リサイクル法建設リサイクル法
（（H14.5H14.5完全施行）完全施行）
→分別解体等及び再資源化等→分別解体等及び再資源化等
の義務付けの義務付け

附則第４条
「施行後５年（平成１９年）を経過した
場合において、この法律の施行の
状況について検討を加え、その結果
に基づいて必要な措置を講ずるもの
とする」

附則第４条附則第４条
「施行後５年（平成１９年）を経過した「施行後５年（平成１９年）を経過した
場合において、この法律の施行の場合において、この法律の施行の
状況について検討を加え、その結果状況について検討を加え、その結果
に基づいて必要な措置を講ずるものに基づいて必要な措置を講ずるもの
とする」とする」

参考（法の施行状況）
・法第１０条の届出件数：約2万件/月
・法第２１条の解体工事業者登録件数：
約8,600件（H18.6.30現在）
・分別解体等の適正な実施に関する助言・勧告・
命令等の件数：約13,900件 （H18.6.30現在）

参考（法の施行状況）参考（法の施行状況）
・法第１０条の届出件数：約・法第１０条の届出件数：約22万件万件//月月
・法第２１条の解体工事業者登録件数：・法第２１条の解体工事業者登録件数：
約約8,68,60000件（件（H1H188..66.3.300現在）現在）
・分別解体等の適正な実施に関する助言・勧告・・分別解体等の適正な実施に関する助言・勧告・
命令等の件数：約命令等の件数：約13,913,90000件件 （（H1H188..66.3.300現在）現在）

Ⅱ．建設リサイクル法について、施行状況を検討し、その結果に
基づいて必要な措置を講じる。

ⅡⅡ．建設リサイクル法について、施行状況を検討し、．建設リサイクル法について、施行状況を検討し、その結果にその結果に
基づいて基づいて必要な措置を講じる。必要な措置を講じる。

背景

政策レビュー中間報告会資料



テーマ

未定
検討中
確定 ○

未定
検討中

確定 ○

未定
作業中 ○
完了

未定
検討中 ○

確定

今後開催予定

今後実施予定

進捗状況

ステークホルダーの把握

・発注機関
･業界団体

満足度調査の有無

第３者委員会

分析手法

国民等に対する
利用満足度など
の測定

ステークホルダー
（利害関係者）別

の分析

建設リサイクル法基本方針に掲げたコンクリート塊、建設発生木材及びアスファルト・コンクリート塊に関する再資源化等率に
ついて、直轄事業（国が発注した事業）における目標の達成状況を検証し、その成果・課題等を整理する。
業績指標：直轄工事におけるリサイクル率 　　　　　目標値：100%（H17年度）
実績値：Co 97%（H14年度）、木材71%（H14年度）、As 99.4%（H14年度）
初期値：Co 97%（H12年度）、木材75%（H12年度）、As 99.7%（H12年度）

平成１７年度までに実施した建設副産物実態調査結果を用いて、直轄事業において発生した特定建
設資材廃棄物（コンクリート塊、建設発生木材及びアスファルト･コンクリート塊）の再資源化等率を把
握し、再資源化の実施状況について検証･評価する。
・学識経験者等の有識者からの意見聴取
・業界団体（建設業界、産業廃棄物処理業界など）からの意見聴取
・発注機関（地方整備局、都道府県、市町村、独立行政法人など）からの意見聴取

平成１７年度建設副産物実態調査について、現在取りまとめ作業中。

○建設リサイクル推進計画２００２で掲げた各種目標値の達成状況の点検や達成度の低い分野につ
いての原因究明を行ない、必要に応じて計画の見直しを図る。
○建設リサイクル法について、施行状況を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じる。

年内を目途に有識者、業団体代表等をメンバーとする外部委員会を設置予定。

・発注機関（地方整備局、都道府県、政令市、独立行政法人など）
○各地方で開催している連絡協議会の中で、発注機関からの意見を聴取し各種施策に反映する予
定。
・業界団体（建設業界、産業廃棄物処理業界など）
○業界団体を含む外部委員会を開催し、その中で意見を聴取する予定。

今後、建設リサイクル推進計画２００２等の見直しの中でパブリックコメント等を実施する予定。

備考

評価結果

今後の対応方針

第３者委員会等
での審議状況等

進捗状況

評価の視点

進捗状況

進捗状況



 

平成１９年度予算概算要求等に係る評価書について 

 
○平成１９年度概算要求等に向けて、新規施策を対象とした政策アセス

メントに加え、公共事業に係る評価、研究開発課題に係る評価の３つ

を実施 
 
１． 政策アセスメント（事前評価） 
政策チェックアップ及び政策レビューで導出された課題等を踏まえ、新規

施策については、真に必要な施策の企画立案を目指し、目標に照らして、必

要性、効率性、有効性等をチェックする。平成１９年度予算概算要求、税制

改正要望等に係る４０の新規施策について評価を実施。 
なお、今回の政策アセスメントについては、政策チェックアップを反映したもの１３件、政

策レビューを反映したもの３件である。（うち、１件は両方の評価が反映されている。） 

【分析事例】（別紙） 
・ ニューツーリズムの創出・流通促進事業 
・ 都市再生街区基本調査（土地活用促進調査） 
・ 海岸耐震対策緊急事業の創設 
 
２．公共事業 
平成１９年度新規採択事業及び実施中の事業のうち、個別箇所で予算内示

される事業について実施。 
  新規事業採択時評価・・・・・・・・・・・・・・・・２６件 
  再評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１件 
  なお、この他に前年度から継続評価中の事業で、 
評価結果を踏まえて中止したもの・・・・・・・・・・・１件 

   
３．研究開発課題 
平成１９年度の予算概算要求に反映することを目的として、外部評価を活

用しつつ、事前評価及び中間評価を実施。 
  事前評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５件 
  中間評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２件 
 
 

資料５ 



ニューツーリズム創出・流通促進事業

＜新規施策の必要性＞

＜新規施策の有効性・効率性＞

＜新規施策の概要＞

・国の主導・支援により顧客ニーズや地域の観光資源の特性を踏まえた
「ニューツーリズム」旅行商品を幅広く収集し、一元的に提供する全国的な流
通「市場」を整備する。

・一般国民に対する普及活動として、セミナーやシンポジウムの開催等、プロ
モーション活動を行うとともに、地域密着型のニューツーリズム旅行商品の充
実・高度化を図るため、地域におけるニューツーリズム旅行商品の創出に向
けた新たな取り組みに関する実証実験（モニターツアー）を実施する。

・本施策によって「ニューツーリズム」旅行商品創出・流通の成功事例を積み
上げ、その要因を分析・活用することにより、地域の積極的な取り組みや新た
な旅行商品の造成・流通の促進、旅行需要の喚起が図られ有効である。

・「ニューツーリズム」旅行商品の創出・流通を促進することにより、旅行消費
の拡大にともなう関連産業の振興や雇用の拡大などによる、我が国経済・地
域の活性化といった大きな経済効果がもたらされるため、本施策は費用対効
果の観点から十分に効率的である。

・国内旅行振興を図るため、各地域固有の観光魅力の発掘と、その魅力を組み
込んだ新たな旅行商品の企画造成の支援等を通じて、国内旅行需要の喚起を
図る。 「平成17年度政策チェックアップ」

・顧客ニーズや地域の観光資源の特性を踏まえた新たな観光・集客ビジネスモ
デルの確立等を支援する。

「経済成長戦略大綱 平成18年7月6日」

（別紙）



都市再生街区基本調査（土地活用促進調査）

＜新規施策の必要性＞

・現状では、都市部の地籍調査が特に遅れていることから、都市部の進捗率を
いかに向上させるかが課題である。そのため、都市再生本部において示された
「民活と各省連携による地籍整備の推進」の方針に基づき、法務省等と連携し
つつ、民間活力を活用して、全国の都市部における地籍整備を実施していく。

「平成１７年度政策チェックアップ」

・優良な民間都市開発への支援、民間の資金・ノウハウを活用したまちづくりを
推進する都市再生関連施策を戦略的・重点的に推進していく。その一環として、
都市部における地籍整備を推進していく。

「平成18年7月6日 経済成長戦略大綱」

＜新規施策の有効性・効率性＞

＜新規施策の概要＞

・本調査により、都市部について基礎的な境界情報の整備が行われる。これら
の地域においては、地籍調査の基礎となる資料が蓄積されることになり、地籍調
査を進めやすい環境が整備されることから、地籍調査の進捗に有効である。

都市の中心部などで、潜在的に高度な土地利用が可能であるにもかかわらず、
地籍調査の遅れが開発停滞の主要因となっているような地域において、国が
街区外周の境界に関する基礎的な情報を調査し、整備することにより、市町村
による地籍調査の円滑な実施を支援していく。

・本調査により、国が基礎的な境界情報を整備・提供するとともに、これを活用
して市町村が地籍調査を行うことで、関係者の測量作業の重複によるムダが排
除され、土地活用の活性化が期待されるとともに、都市部における地籍整備が
推進される。



海岸耐震対策緊急事業の創設

＜新規施策の必要性＞

・堤防の耐震化対策等、大規模な地震に対する強度が不十分な施設を耐震化
する事業を東海、東南海・南海地震等による被害が予想される地域等において
推進していく。 「平成１７年度政策チェックアップ」

＜新規施策の有効性・効率性＞

＜新規施策の概要＞

・現在推進している耐震調査の結果を踏まえ、海岸管理者が策定する、海岸耐
震対策緊急事業計画に基づき、集中的・計画的に耐震対策を実施するため、効
率的である。

・平成１７年度に津波危機管理対策緊急事業を創設（平成１８年度にゼロメート
ル地帯の高潮対策に拡充）し、耐震調査の結果（平成１８年３月時点で全国の
9,400kmの海岸堤防のうち1,279kmで耐震性が十分確保されていない）を踏ま
え、ゼロメートル地帯や地震防災対策強化地域等において緊急的に耐震対策
を行うため、海岸管理者が策定する５ヶ年程度の海岸耐震対策緊急事業計画
に基づき、短期間に集中して耐震化を行う「海岸耐震対策緊急事業」を創設す
る。

・東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震など大規
模地震の発生が危惧される地域や浸水被害に対して極めて脆弱な地域である
ゼロメートル地帯等において、海岸保全施設の崩壊や沈下により発生する甚大
な浸水被害を防ぐことに資するため、有効である 。




